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学校教育法・教員免許法・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の「改正」法案のこ

とです。その中身は・・・。 
○「規範意識」「公共の精神」「我が国の現状と歴史についての

正しい理解」「我が国と郷土を愛する態度」などが、子ども

を教える目標となります。 
○教育委員会が不明確な基準で「不適切な教員」の認定を行う

ことになります。教員免許も１０年ごとに更新され、 
教育委員会の確認を受けなければなりません。 

○文部科学大臣の権限が強化され、教育委員会に 
具体的にとるべき措置を指示することができます。 

教育三法案って何？ 

私は教育三法案に反対です！ 
※この法案に反対する声を

国会議員にＦＡＸで届け

て下さい！ 
（このチラシをＦＡＸして

下さい。） 

とにかく規規範範意意識識と公公

共共のの精精神神が大事！「正し

い歴史」だけを学びなさい。 
好き勝手は許しません！ 

僕、何でもかんでも他の人

と同じ事をするのは苦手

だな。授業ももっとゆっく

り進んで欲しし、「正しい

歴史」ってホントかな。

他の人と同じじゃな

くても、ゆっくり自分

の頭で考えて学んで

いけば良いんだよ。 

決められた通

りじゃなきゃ、

指指導導力力不不足足

だだ！！ 
１０年後には

免許更新しな

いぞ！！ 

自由法曹団   TEL 03-3814-3971  FAX 03-3814-2623 

文部科学大臣

このままだとこんな事にも・・・

教育委員会

子どもの声 

先 生
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